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Ⅶ 蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例 

 

（１）「蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例」策定の背景 

 

蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例はごみ屋敷等の不良な生活環境を解消するた

めに必要な事項を定め、市民の安心かつ安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的として、

平成３０年３月議会で可決され、制定され、平成３０年７月より施行されました。 

   大量の物を収集し、住居やその敷地に堆積させて不良な生活環境となっている、いわゆる「ごみ屋

敷」（以下「ごみ屋敷」という。）は、その周辺の生活環境にも悪影響を与え、地域の課題となって

います。 

   しかし、法令根拠がないことから敷地内に堆積したものを撤去するためには、ごみ屋敷の居住者等

の同意を得る必要があり、同意を得られないことや同意が得られても撤去を行うまでに時間がかかる

等の課題がありました。 

   現在、蒲郡市では３件のごみ屋敷の案件を継続して対応中ですが、部分的な撤去にとどまっている

ものなど解決には至っておりません。ごみ屋敷の解消にあたりましては、審議会にて指導方針を検討

するとともに、関係部署と連携を図りつつ、条例に沿った対応を粛々と進めてまいります。 

 

 （２）対象とする「ごみ屋敷」 

 

   大量の物を収集し住居やその敷地に堆積させて、衛生上、防災上、防犯上の支障が生じる程度に不

良な状態に陥っている状態をいい、以下のような状況を想定しております。 

 

    ア 害虫、ねずみ等又は悪臭が発生している状態 

    イ 火災の発生、堆積された物品等の崩壊又は不法投棄のおそれがある状態 

    ウ 景観を著しく毀損している状態 など 

 

（３）条例の概要 

 

ア 必要な情報の調査や立ち入り 

支援への活用や措置命令を行うために必要な情報の調査や立ち入りができます。 

 

イ ごみ屋敷等に対する支援 

ごみ屋敷等の堆積物の片付け等、不良な生活環境を解消する責任は、原則、ごみ屋敷の居住者

等にありますが、居住者等だけでは解消が著しく困難であると認めるときには、市や地域、関係

機関などが協力して支援等を行います。 

 

ウ 指導・勧告 

不良な生活環境を解消するために必要な指導を行い、指導に従わない場合には勧告をすること

ができます。 

   エ 命令・氏名の公表・過料の徴収 

     勧告を受けた者が、正当な理由なく勧告に従わない場合には、審議会の意見を聴き、勧告に従
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うように命令することができます。また、措置命令に従わない場合は、氏名等の公表や過料を徴

収することができます。 

 

   オ 堆積物の撤去などの代執行 

     措置命令に従わない場合には、審議会の意見を聴き、代執行により堆積物の撤去などができ、

撤去などに要した費用も請求できます。 

 

   カ 緊急安全措置 

     堆積物の倒壊により人的被害を与える恐れや火災発生の恐れがあり、極めて緊急性が高いと認

める場合は、直ちに必要最小限の措置を取ることができます。 

 

（４）適正な運用の確保 

 

   ア 審議会の設置 

     住居等の不良な生活環境の認定及びその解消について、審議会を設置して有識者の意見を聴き、

適正かつ公平に対応します。 

 

   イ 審議会の役割 

     市長は、居住者等に措置を命ずるときや代執行をしようとするときは、措置の妥当性を検証す

るため、あらかじめ審議会の意見を聴くこととします。 

     また、審議会は、専門的な事項についても調査・審議するとともに、市長に意見を述べること

ができます。 

   

  （５）蒲郡市不良な生活環境を解消するための条例施行規則 

 

           〇蒲郡市不良な生活環境を解消するための条例施行  

 

    （趣旨） 

   第１条 この規則は、蒲郡市不良な生活環境を解消するための条例（平成３０年蒲郡市条例第６号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

    （定義） 

   第２条 この規則に使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例

による。 

    （立入調査） 

   第３条 条例第６条第１項の規定による立入調査を行うに当たっては、居住者等に対し、立入調査

実施通知書（第１号様式）により事前に通知するものとする。 

   ２ 条例第６条２項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証（第２号様式）によるものとす

る。 

   ３ 条例第６条第５項に規定する弁明及び有利な証拠の提出の機会の付与に係る通知は、次項に規

定する公表に係る意見書の提出期限（口頭による意見を述べる機会を付与する場合には、その日時）

までに相当な期間をおいて、公表に係る弁明の機会付与通知書（第３号様式）により行うものとする。 

   ４ 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、公表に係る意見書（第４号様式）

により意見を述べることができる。 
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    （指導） 

   第４条 条例第８条第１項の規定による指導は、蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための

指導書（第５号様式）により行うものとする。 

    （勧告） 

   第５条 条例第８条第２項の規定による勧告は、蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための

指導書（第６号様式）により行うものとする。 

    （命令） 

   第６条 条例第９条第１項の規定による命令は、蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための

命令書（第７号様式）により行うものとする。 

   ２ 条例第９条第１項の規定による命令を行おうとする場合に行う蒲郡市行政手続条例（平成９年

蒲郡市条例第２号）第３章第３節に規定する弁明の機会を付与に係る通知は、次項に規定する弁明書

の提出期限（口頭による意見を述べる機会を付与する場合には、その日時）までに相当な期間をおい

て、命令に係る弁明の機会付与通知書（第８号様式）により行うものとする。 

   ３ 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、弁明書（第９号様式）により意見

を述べることができる。 

   ４ 条例第９条第４項に規定する弁明及び有利な証拠の提出の機会の付与に係る通知は、次項に規

定する公表に係る意見書の提出期限（口頭による意見を述べる機会を付与する場合には、その日時）

までに相当な期間をおいて、公表に係る弁明の機会付与通知書（第１０号様式）により行うものとす

る。 

   ５ 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、公表に係る意見書により意見を述

べることができる。 

    （代執行） 

   第７条 条例第１０号第１項の規定による行政代執行（以下単に、「行政代執行」という。）を行

う場合における行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第３条第１項の規定による戒告は、戒告書

（第１１号様式）により行うものとする。 

   ２ 行政代執行を行う場合における行政代執行法第３条第２項の規定による通知は、代執行令書（第１２号

様式）により行うものとする。 

   ３ 行政代執行を行う場合における行政代執行法第４条に規定する証票は、行政代執行責任者証（第１３号

様式）とする。 

    （緊急安全措置） 

   第８条 条例第１１条第１項の規定により居住者等の同意を得られたときは、緊急安全措置実施同意書（第

１４号様式）の提出を受けるものとし、緊急安全措置を実施するときは、当該居住者等に対し、緊急安全措置

実施通知書（第１５号様式）により通知するものとする。 

   ２ 条例第１１条第３項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書（第１６号様式）によるもの

とする。 

    （審議会の会長及び副会長） 

   第９条 条例第１２条第１項に規定する蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための支援及び措

置に関する審議会（以下「審議会」という。）に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

    （会議） 

   第１０条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

   ２ 会長が選出されていないときは、市長が招集する。 

   ３ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

   ４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

   ５ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聞くことがで

きる。 
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    （審議会の庶務） 

   第１１条 審議会の庶務は、産業環境部環境清掃課において処理する。 

    （委任） 

   第１２条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

      附 則 

    この規則は、平成３０年７月１日から施行する。 

 

  （６）蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例条文 

            

          〇蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための条例 

    

   （目的） 

   第１条 この条例は、住居等の不良な生活環境を解消するために必要な事項を定めることにより、

その状態の解消を推進し、もって市民の安心かつ安全で快適な生活環境の確保に寄与することを目的

とする。 

   （定義） 

   第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

      （１） 住居等 市内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって、現に居住の用に供さ

れているものの、その敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）及びこれに隣接する土地をい

う。 

   （２） 居住者等 住居等の居住者、所有者又は管理者をいう。 

   （３） 不良な生活環境 物の堆積又は放置、樹木又は雑草の繁茂等により、次に掲げる状態が生

じ、周辺の生活環境が衛生上、防災上又は防犯上支障が生じる程度に不良な状態をいう。 

     ア 害虫、ねずみ等又は悪臭が発生している状態 

     イ 火災の発生、堆積された物品等の崩壊等又は不法投棄（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和４５年法律第１３７号）第１６条の規定に違反して廃棄物を捨てることをいう。）のお

それがある状態 

     ウ 景観を著しく毀損している状態 

   （市の責務） 

   第３条 市は、地域住民及び関係機関と協力して、住居等の不良な生活環境の解消及び発生の防止

に努めるとともに、この条例の目的を達成するために必要な対策を総合的に推進しなければならない。 

   （市民及び居住者等の責務） 

   第４条 市民及び居住者等は、その居住し、所有し、又は管理する住居等が不良な生活環境となら

ないよう努めなければならない。 

     ２ 市民及び居住者等は、住居等の不良な生活環境を生じさせたときは、自ら、速やかにその

状態の解消に努めなければならない。 

     ３ 市民及び居住者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する取組に協力するよう

努めなければならない。 

   （調査、報告の徴収等） 

   第５条 市長は、住居等が不良な生活環境に該当する、又は不良な生活環境に該当するおそれがあ

ると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該住居等の所有関係又は当該住居

等の居住者の親族関係若しくは福祉保健に関する制度の利用状況その他の当該居住者に関する事

項について、必要な調査をし、又は当該居住者その他の関係者に対し報告を求めることができる。 

     ２ 市長は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係機関に対し、紹介し、又は協力を求め
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ることができる。 

   （立入調査等） 

   第６条 市長は、住居等が不良な生活環境に該当する、又は不良な生活環境に該当するおそれがあ

ると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、当該住居等

に立ち入り、その状態を調査させ、又は関係者に質問させることができる。 

     ２ 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

     ３ 第１項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈

してはならない。 

     ４ 市長は、居住者等が第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質

問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、次に掲げる事項を公表することがで

きる。 

      （１） 居住者等の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所

の所在地） 

      （２） 立入調査又は質問に係る住居等の所在地 

      （３） 立入調査又は質問に係る住居等の状態 

      （４） その他市長が必要と認める事項 

     ５ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、同項に規定する者に

理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。 

   （支援） 

   第７条 市長は、住居等の不良な生活環境を解消し、又はその発生を防止するため、居住者等に対

し、その解消又は発生の防止に資する情報の提出の機会を与えなければならない。 

      ２ 市長は、住居等の不良な生活環境を生じさせた居住者等が疾病、傷害その他の理由によ

り不良な生活環境の解消を自ら行うことができないと認めるときは、当該居住者等の申出に基

づき、堆積された物品等の排出その他の必要な支援を行うことができる。 

      ３ 市長は、前２項の規定により必要な支援を行うときは、第１２条に規定する審議会の意

見を聴くことができる。 

    （指導及び勧告） 

   第８条 市長は、住居等の不良な生活環境を生じさせた居住者等に対し、不良な生活環境を解消す

るために必要な措置をとるよう指導を行うことができる。 

      ２ 市長は、前項の規定による指導を行ったにもかかわらず、なお不良な生活環境が解消し

ないときは、当該指導を受けた者に対し、相当の期限を定めて、不良な生活環境を解消するた

めに必要な措置をとるよう勧告することができる。 

      ３ 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、第１項の規定による指導を受け

た者に対し、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。 

    （命令、公表等） 

   第９条 市長は、前条第２項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に係る措置

をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるよう命

ずることができる。 

      ２ 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、第１２条に規定す

る審議会の意見を聴くものとする。 

      ３ 市長は、第１項の規定による命令を受けた者（以下この条及び次条において「命令を受

けた者」という。）が当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

（１） 命令を受けた者の氏名及び住所（法人にあたっては、名称及び代表者名並びに主た

る事務所の所在地） 
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（２） 不良な生活環境にある住居等の所在地 

（３） 不良な生活環境の内容 

（４） 命令の内容 

（５） その他市長が必要と認める事項 

      ４ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、命令を受けた者に

その理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。 

     （代執行） 

    第１０条 市長は、前条第１項の規定により必要な措置を命じたにもかかわらず、命令を受けた者が

その措置を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、

かつ、その不履行を放置することがこの条例の目的に著しく反すると認められるときは、行政

代執行法（昭和２３年法律第４３号）の規定により、自ら当該命令を受けた者のなすべき行為

をなし、又は第三者にこれをさせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。 

      ２ 前項の規定による代執行をしようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

      ３ 市長は、第１項の規定による代執行をしようとするときは、あらかじめ、第１２条に規

定する審議会の意見を聴くものとする。 

     （緊急安全措置） 

  第１１条 市長は、住居等の不良な生活環境に起因して、人の生命若しくは身体又は財産に危険な状

態が切迫していると認められるときは、居住者等の同意を得て、必要最小限の措置（以下

「緊急安全措置」という。）を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせる

ことができる。この場合において、市長は、緊急安全措置に要した費用を当該居住者等に請

求することができる。 

      ２ 市長は、緊急安全措置を実施するときは、当該居住者等に対し、次に掲げる事項を通知

しなければならない。 

（１） 緊急安全措置の実施概要 

（２） 緊急安全措置の概要費用 

（３） 緊急安全措置に係る居住者等の費用負担 

（４） その他市長が必要と認める事項 

      ３ 緊急安全措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があ

ったときは、これを提示しなければならない。 

     （審議会） 

   第１２条 市長は、住居等の不良な生活環境を解消するための支援及び措置の内容を審議させるた

め、市長の附属機関として蒲郡市住居等の不良な生活環境を解消するための支援及び措置

に関する審議会（以下「審議会」という）を置く。 

      ２ 審議会は、市長の諮問に応じて、住居等の不良な生活環境を解消するため次に掲げる事

項について調査審議し、答申する。 

（１） 第７条の規定による支援に関する事項 

（２） 第９条第１項の規定による命令及び第１０条１項の規定による代執行に関する事項 

（３） その他住居等の不良な生活環境の解消に関し市長が必要と認める事項 

      ３ 審議会は、前項各号に定めるもののほか、住居等の不良な生活環境に関する専門的な事

項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。 

      ４ 審議会は、委員５人以内をもって組織する。 

      ５ 委員は、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。 

      ６ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 
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      ７ 委員は、再任されることができる。 

      ８ 市長は、審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置く

ことができる。 

      ９ 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。 

      １０ 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するときまでとする。 

      １１ 審議会の委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その

職を退いた後も、同様とする。 

      １２ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。  

      （過料） 

    第１３条 正当な理由がなくて第６条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、５万円

以下の過料に処する。 

       ２ 正当な理由がなくて第９条第１項の規定による命令に違反した者は、５万円以下の過料

に処する。 

       （委任） 

    第１４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

        附 則 

      この条例は、平成３０年７月１日から施行する。 

  


